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求
償
訴
訟
に
関
す
る
問
題

む
す
び

一
　
は
じ
め
に

　
定
期
傭
船
契
約
の
下
で
は
、
再
運
送
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
傭
船
者
も
海
上
運
送
人
た
り
得
る
た
め
、
荷
送
人
を
は
じ
め
と
す
る
第

三
者
に
対
す
る
責
任
を
船
主
ま
た
は
傭
船
者
の
い
ず
れ
が
負
う
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
常
に
生
じ
る
。
そ
も
そ
も
、
定
期
傭
船
契
約
の

　
　
　
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
求
償
請
求
の
再
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
五
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六

法
的
性
質
に
つ
い
て
は
長
年
論
議
さ
れ
続
け
て
お
り
、
純
然
た
る
運
送
契
約
の
枠
に
も
船
舶
賃
貸
借
の
枠
に
も
納
ま
ら
な
い
こ
の
契
約

に
関
し
て
は
、
わ
が
国
の
み
な
ら
ず
、
英
国
お
よ
び
米
国
に
お
い
て
も
今
日
な
お
数
多
く
の
裁
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
定
期
傭
船
の
問
題
を
画
一
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
と
し
て
は
、
定
期
傭
船
契
約
の
利
用
目
的
が
単
一
で
な
い
こ
と
、

契
約
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
利
用
目
的
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
海
運
会
社
が
自
社
船
舶
の
み
を
使
用
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
運
行
す
る
よ
り
コ
ス
ト
も
リ
ス
ク
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
定
期
傭
船
し
た
船
舶
を
利
用
し
て
海
運
業
を
行
う
海
上
企
業
主
体
型
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

石
油
会
社
の
よ
う
に
常
時
海
上
運
送
す
べ
き
積
荷
を
有
す
る
会
杜
が
、
定
期
傭
船
す
る
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
キ
ャ
リ
ア
ー
型
に
分
れ

る
。
前
者
の
場
合
、
海
運
会
社
は
自
社
の
積
荷
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
定
期
傭
船
契
約
の
下
で
さ

ら
に
再
運
送
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
定
期
傭
船
者
が
発
行
し
た
船
荷
証
券
上
の
責
任
を
負
う
者
は
誰
か
と
い

う
問
題
が
生
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
平
成
三
年
三
月
一
九
日
の
ジ
ャ
ス
ミ
ン
号
事
件
の
判
決
が
、
「
船
長
の
た
め
に
」
（
8
耳
冨
日
霧
け
豊
と
い
う

表
示
の
も
と
に
、
定
期
傭
船
者
が
自
社
の
社
名
入
り
で
発
行
し
た
船
荷
証
券
に
つ
い
て
、
当
該
船
荷
証
券
が
運
送
人
を
船
主
に
限
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
旨
の
デ
ィ
マ
イ
ズ
・
ク
ロ
ー
ズ
を
含
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
船
主
を
運
送
人
と
し
て
責
任
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
定
期
傭

船
契
約
の
下
に
お
け
る
責
任
を
従
来
の
よ
う
な
契
約
本
質
論
か
ら
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
船
荷
証
券
の
文
言
の
解
釈
か
ら
判
断
し
た

（
5
）

点
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
船
主
と
傭
船
者
の
間
で
締
結
さ
れ
た
定
期
傭
船
契
約
の
内
容
を
知
る
由
も
な
い
荷
主
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
定
期
傭

船
契
約
の
内
部
関
係
に
基
づ
い
て
責
任
を
論
じ
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
し
か
し
、
船
荷
証
券
上
運
送
人
と
し
て
責
任
を
負
う
者
が

必
ず
し
も
真
に
責
任
を
負
う
べ
き
者
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
荷
主
に
対
す
る
責
任
が
確
定
し
た
の
ち
、
傭
船
契
約
の
他
方
の
当
事
者



に
対
し
て
求
償
（
ぎ
留
日
巳
身
）
を
請
求
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
こ
で
は
最
近
の
英
米
判
例
を
中
心
に
、
求
償
に
関
わ
る
問
題
を
考
察

す
る
。

　
（
1
）
大
手
海
運
五
社
の
運
行
船
腹
の
状
況
を
見
て
も
、
外
国
か
ら
の
傭
船
が
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
外
国
か
ら
の
傭
船
の
中
に
は
、
日
本

　
　
の
海
運
会
社
が
外
国
の
子
会
社
に
所
有
さ
せ
、
こ
れ
を
チ
ャ
ー
タ
ー
・
バ
ッ
ク
し
て
運
航
し
て
い
る
仕
組
船
も
含
ま
れ
る
。
海
運
業
界
に
お
け
る
日
本
船

　
　
籍
の
船
舶
数
は
、
昭
和
六
〇
年
の
一
、
〇
二
八
隻
か
ら
平
成
八
年
の
一
九
五
隻
へ
と
激
減
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
外
国
船
舶
の
船
員
費
と
の
格
差
が
大
き

　
　
い
こ
と
、
船
舶
関
連
コ
ス
ト
が
割
高
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
円
高
に
起
因
し
て
い
る
。

　
（
2
）
　
こ
の
タ
イ
プ
の
定
期
傭
船
契
約
で
は
貨
物
の
種
類
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
輸
送
需
要
の
多
い
石
油
に
つ
い
て
は
、
ω
頃
国
い
［
目
冨
国
、

　
　
↓
国
図
＞
O
O
目
冒
国
、
竃
O
ω
目
↓
一
匡
国
と
い
っ
た
会
社
ご
と
の
定
期
傭
船
契
約
書
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
東
京
地
判
平
成
三
年
三
月
一
九
日
判
事
一
三
七
九
号
一
三
四
頁
。
こ
の
事
件
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
、
中
村
眞
澄
、
海
事
法
研
究
会
誌
｝
九
九
一
年

　
　
一
〇
月
号
一
六
頁
が
あ
る
。

　
（
4
）
　
一
般
的
な
号
日
落
巳
窪
器
は
、
「
本
船
荷
証
券
を
証
拠
と
す
る
契
約
は
、
荷
主
と
本
船
の
所
有
者
と
の
問
で
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
運
送
契

　
　
約
の
違
反
ま
た
は
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
も
し
く
は
損
失
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
の
は
、
そ
の
損
害
等
が
船
舶
の
堪
航
能
力
に
関
わ
る
も
の

　
　
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
主
の
み
で
あ
る
。
」
と
し
て
海
上
運
送
人
と
し
て
の
責
任
を
船
主
に
課
し
て
い
る
。

　
（
5
）
　
た
だ
し
、
外
航
船
に
関
す
る
国
際
海
上
物
品
運
送
法
で
は
、
船
荷
証
券
の
文
言
証
券
性
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
船
荷
証
券
上
の
記
載
は
一
応

　
　
の
証
拠
力
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。

二
　
傭
船
契
約
書
の
求
償
条
項
に
基
づ
く
求
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
（
8
）

　
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
書
式
に
古
く
か
ら
含
ま
れ
て
い
た
求
償
条
項
（
ぼ
号
日
p
身
9
窪
絶
は
、
Z
肖
℃
国
8
、
ω
○
図
目
困
国
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ω
国
国
い
げ
目
］
≦
国
“
な
ど
、
近
年
改
訂
ま
た
は
制
定
さ
れ
た
主
要
な
定
期
傭
船
契
約
の
書
式
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
求
償
請
求
の
再
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
七
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四
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ぎ
8
日
巳
蔓
と
は
、
一
般
に
他
人
が
被
っ
た
（
ま
た
は
将
来
被
る
）
損
害
を
填
補
す
る
義
務
、
ま
た
は
損
害
を
被
っ
た
本
人
が
填
補
を

求
め
る
権
利
を
い
う
が
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
本
来
船
主
の
使
用
人
で
あ
る
船
長
が
、
傭
船
者
の
指
示
に
従
っ
た
結
果
船
主

が
負
う
こ
と
に
な
っ
た
責
任
に
つ
い
て
求
償
権
を
認
め
た
も
の
、
傭
船
者
の
要
請
に
よ
っ
て
船
長
が
署
名
し
た
船
荷
証
券
と
傭
船
契
約

の
不
一
致
か
ら
生
じ
る
責
任
に
つ
い
て
船
主
の
求
償
権
を
認
め
た
も
の
な
ど
、
第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
負
っ
た
契
約
の
一
方
当
事
者

が
、
そ
の
責
任
に
つ
い
て
契
約
の
他
方
当
事
者
に
求
償
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
定
め
た
も
の
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
条
項
に
よ
る
求
償

は
明
示
的
求
償
（
Φ
巻
お
の
巴
且
・
ヨ
p
ξ
）
と
し
て
、
求
償
条
項
の
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
獣
示
的
求
償
（
冒
忌
8
ぎ
8
ヨ
昌
与
）
と

分
け
て
考
え
ら
れ
る
。

　
（
1
）
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
書
式
に
お
け
る
明
示
的
求
償

　
明
示
的
な
求
償
条
項
の
草
分
け
と
し
て
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
第
九
条
が
あ
る
。
同
条
は
、
「
船
長
は
、
本
船
の
使
用
、
代
理
店
業
務
そ
の

他
の
手
配
に
関
し
、
傭
船
者
の
指
示
に
従
う
。
傭
船
者
は
、
船
長
、
職
員
も
し
く
は
代
理
人
が
船
荷
証
券
そ
の
他
の
書
類
に
署
名
し
、

も
し
く
は
そ
の
指
図
に
従
っ
た
た
め
、
ま
た
は
本
船
の
書
類
の
不
正
確
ま
た
は
持
越
し
貨
物
に
よ
っ
て
生
じ
る
一
切
の
結
果
ま
た
は
責

任
に
つ
き
、
船
主
の
求
償
に
応
じ
る
。
」
旨
を
定
め
て
い
る
。
最
近
の
英
米
の
判
例
に
は
、
こ
の
条
項
の
解
釈
に
関
す
る
も
の
が
少
な

い
た
め
、
こ
こ
で
は
過
去
の
判
決
に
お
い
て
す
で
に
確
認
さ
れ
た
事
項
を
参
考
の
た
め
に
挙
げ
る
。

　
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
第
九
条
は
、
船
荷
証
券
に
署
名
し
た
こ
と
、
お
よ
び
傭
船
者
の
指
示
に
従
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
一
切
の
結
果
ま
た

は
責
任
に
つ
い
て
の
求
償
請
求
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
船
荷
証
券
に
基
づ
い
て
船
主
が
負
う
の
は
運
送
契
約
上
の
責
任
の
み
で
あ
る

が
、
傭
船
者
の
指
示
に
従
っ
た
結
果
負
う
こ
と
に
な
る
責
任
は
契
約
上
の
責
任
に
と
ど
ま
ら
ず
不
法
行
為
上
の
責
任
も
含
ま
れ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
第
九
条
に
基
づ
い
て
船
主
が
負
っ
た
不
法
行
為
上
の
責
任
に
関
す
る
求
償
請
求
の
例
と
し
て
孝
箒
菊
o
器
号
事
件

が
あ
る
．
こ
の
事
件
で
は
、
傭
船
者
の
指
示
に
従
っ
て
船
積
作
業
を
し
て
い
た
荷
役
が
、
デ
ッ
キ
か
ら
転
落
し
て
負
傷
し
た
損
害
に
つ

い
て
船
主
が
傭
船
者
に
求
償
請
求
し
た
。
判
決
は
、
第
九
条
に
基
づ
く
求
償
権
は
、
船
主
が
定
期
傭
船
者
の
指
示
に
従
っ
た
こ
と
と
、

船
主
が
損
失
を
被
っ
た
こ
と
と
の
間
に
因
果
関
係
の
連
鎖
が
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
船
主
の
請
求
を
却
け
た
．
本
件

事
故
は
、
船
舶
の
デ
ッ
キ
の
棚
が
不
備
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
起
因
し
て
お
り
、
損
害
が
船
舶
の
不
堪
航
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は

求
償
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
船
長
が
船
荷
証
券
に
署
名
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
責
任
の
求
償
に
関
す
る
著
名
な
例
と
し
て
、
Z
き
獣
号
事
件
が
あ
る
。
こ
の
事

件
で
は
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
に
類
似
し
た
傭
船
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
た
が
、
船
主
の
意
向
を
無
視
し
て
、
傭
船
者
は
運
送
料
の
割
引
を
断

行
し
た
。
そ
の
た
め
、
船
主
は
、
当
該
傭
船
契
約
下
の
船
舶
の
船
長
に
対
し
て
、
傭
船
者
が
呈
示
し
た
「
運
賃
前
払
い
」
の
記
載
が
あ

る
船
荷
証
券
へ
の
署
名
を
拒
否
す
る
よ
う
通
達
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
貴
族
院
は
、
「
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
第
九
条
は
、
船
長
が
船
荷
証
券

に
署
名
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
す
べ
て
の
結
果
ま
た
は
責
任
に
つ
い
て
求
償
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
傭
船
者
が
船
舶
を
利
用
す

る
上
で
、
い
か
な
る
船
荷
証
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
自
ら
の
取
引
に
と
っ
て
適
切
で
あ
る
か
を
判
断
し
、
船
長
に
そ
の
よ
う
な
船
荷
証

券
を
発
行
す
る
こ
と
を
命
じ
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
船
主
は
求
償
条
項
に
よ
る
保
護
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
第
九
条
が
定
め
る
求
償
は
、
傭
船
者
の
命
令
に
し
た
が
っ
た
結
果
、
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
船
主
の
救
済
手
段

と
も
い
え
る
が
、
同
書
式
に
お
け
る
明
示
的
求
償
は
、
「
船
主
が
負
う
可
能
性
の
あ
る
責
任
の
み
な
ら
ず
、
船
主
が
負
担
す
る
可
能
性

の
あ
る
損
失
お
よ
び
損
害
（
例
え
ば
、
傭
船
者
の
指
示
に
従
っ
て
安
全
で
な
い
港
に
入
港
し
た
た
め
に
船
舶
が
被
っ
た
損
害
や
訴
訟
に
要
し
た

　
　
　
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
求
償
請
求
の
再
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
九



　
　
　
早
法
七
三
巻
三
号
（
一
九
九
八
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四
五
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（
1
2
）

費
用
な
ど
）
に
つ
い
て
も
求
償
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
が
、
O
舘
良
器
勺
号
事
件
の
判
決
の
中
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
（
こ
の
事

件
に
お
け
る
定
期
傭
船
契
約
は
明
示
の
求
償
条
項
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
）

　
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
第
九
条
と
同
様
の
求
償
条
項
に
関
す
る
古
い
事
例
と
し
て
一
九
二
九
年
の
勺
o
辞
ω
B
霊
夢
oo
け
雷
日
筈
6
0
ρ
騨
9
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

＝
＜
R
宕
○
一
帥
O
冨
紹
o
ゑ
oo
巴
奉
鴨
》
霧
8
壁
δ
δ
ロ
事
件
が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
「
船
長
が
傭
船
者
の
命
令
に
従
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
た
い
か
な
る
結
果
お
よ
び
責
任
に
つ
い
て
も
傭
船
者
は
船
主
の
求
償
に
応
じ
る
」
と
い
う
条
項
を
含
む
契
約
の
下
で
、
傭
船

者
の
命
令
に
従
っ
て
や
し
油
の
樽
を
積
換
え
た
と
こ
ろ
、
樽
か
ら
油
が
漏
れ
て
船
倉
が
損
害
を
被
っ
た
。
判
決
は
傭
船
者
の
船
主
に
対

す
る
求
償
義
務
を
認
め
た
が
、
本
船
前
部
の
タ
ン
ク
か
ら
油
が
漏
れ
た
事
故
に
関
し
て
は
、
タ
ン
ク
の
破
損
（
す
な
わ
ち
船
舶
の
不
堪

航
）
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
求
償
を
認
め
て
い
な
い
。
前
述
の
≦
巨
8
勾
o
器
号
事
件
に
お
い
て
も
船
舶
の
不
堪
航
を
原
因
と
す
る
責

任
に
つ
い
て
の
求
償
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
傭
船
者
の
命
令
に
従
っ
た
結
果
生
じ
た
損
害
ま
た
は
責
任
を
求
償
す
る
旨
の
条
項
が
定

め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
求
償
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
責
任
が
「
航
海
上
の
危
険
」
に
関
わ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

あ
る
場
合
が
あ
る
。

　
（
2
）
他
の
傭
船
契
約
書
式
に
お
け
る
明
示
的
求
償

①
ω
＝
国
一
一
↓
一
竃
国
“

　
一
九
八
四
年
に
改
訂
さ
れ
た
タ
ン
カ
ー
用
の
定
期
傭
船
契
約
書
式
、
ω
冒
国
一
い
目
三
国
“
は
、
第
ニ
ニ
条
（
a
）
で
、
「
船
長
は
、
本

船
の
使
用
、
代
理
行
為
そ
の
他
の
手
配
に
関
し
、
傭
船
者
の
命
令
お
よ
び
指
図
に
従
う
も
の
と
し
、
本
契
約
の
既
得
権
を
損
な
う
こ
と

な
く
、
傭
船
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
指
図
の
と
お
り
船
荷
証
券
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
傭
船
者
は
、
（
i
）
傭
船
者
ま
た



は
そ
の
代
理
人
の
指
図
に
従
っ
て
船
荷
証
券
に
署
名
し
た
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
一
切
の
結
果
ま
た
は
責
任
の
う
ち
、
当
該
船
荷
証
券
の

条
項
が
本
契
約
の
条
件
に
反
す
る
部
分
、
ま
た
は
船
長
が
傭
船
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
命
令
に
従
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
一
切
の

結
果
ま
た
は
責
任
　
（
・
n
）
傭
船
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
が
提
供
し
た
書
類
の
不
備
に
よ
り
生
ず
る
一
切
の
結
果
ま
た
は
責
任
、
に
対

し
て
求
償
す
る
。
」
と
定
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
ω
＝
国
■
一
目
匡
両
“
の
書
式
に
よ
る
定
期
傭
船
契
約
を
締
結
し
て
い
た
頃
2
鼠
号
の
事
件
で
は
、
傭
船
者
の
指
図
に
直
ち
に
従
わ

ず
、
目
的
港
に
約
五
週
間
遅
れ
て
入
港
し
た
船
主
に
対
し
て
、
傭
船
者
側
は
当
該
遅
延
期
間
の
オ
フ
・
ハ
イ
ヤ
ー
を
主
張
し
た
。
本
件

に
お
い
て
頃
窪
鼠
号
は
、
イ
ラ
ク
が
ク
ウ
ヱ
ー
ト
に
侵
攻
し
た
一
九
九
〇
年
八
月
に
ζ
一
轟
巴
》
げ
ヨ
鑑
一
で
原
油
を
船
積
し
て
い

た
が
、
侵
攻
に
よ
っ
て
積
載
が
完
了
せ
ず
、
ま
た
船
荷
証
券
も
放
置
さ
れ
た
状
態
の
ま
ま
（
一
部
記
載
さ
れ
た
状
態
で
紛
失
）
傭
船
者
が

ロ
ン
ド
ン
ヘ
脱
出
し
、
そ
こ
か
ら
積
荷
を
》
嘗
ω
爵
ぎ
㊤
で
荷
揚
げ
せ
よ
と
の
命
令
を
出
し
て
き
た
。
頃
霊
鼠
号
の
船
主
は
、
ク
ウ

ヱ
ー
ト
か
ら
指
示
が
出
さ
れ
る
も
の
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
命
令
が
正
当
な
権
限
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
判
断
で
き
ず
、

こ
の
命
令
に
直
ち
に
従
わ
な
か
っ
た
．
本
判
決
で
は
ω
コ
司
■
一
目
竃
国
“
の
一
三
条
（
a
）
が
、
船
主
に
傭
船
者
の
指
図
に
直
ち
に
従

う
こ
と
を
義
務
づ
け
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
が
、
控
訴
院
は
ニ
ニ
条
（
a
）
は
傭
船
者
が
ど
の
よ
う
な
命
令
を

出
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
定
義
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
命
令
が
合
法
的
な
も
の
で
あ
る
と
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、

そ
の
命
令
に
従
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
傭
船
者
に
求
償
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

②
客
イ
℃
’
国
。
。
G
。

　
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
書
式
と
双
壁
を
な
す
、
一
般
貨
物
用
の
定
期
傭
船
契
約
書
式
で
あ
る
ニ
ュ
…
ヨ
：
タ
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
書
式
に
は
、

求
償
義
務
を
定
め
る
条
項
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
書
式
に
よ
る
定
期
傭
船
契
約
の
下
で
は
長
年
黙
示
的
求
償
が
論
じ
ら

　
　
　
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
求
償
請
求
の
再
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
一
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四
五
二

れ
て
き
た
。
こ
の
書
式
の
最
新
版
で
、
一
九
九
三
年
九
月
に
改
訂
さ
れ
た
2
網
勺
国
8
は
、
第
三
〇
条
（
b
）
に
次
の
よ
う
な
求
償
条

項
を
定
め
て
い
る
。
「
い
か
な
る
船
荷
証
券
ま
た
は
海
上
運
送
状
も
、
本
傭
船
契
約
を
害
し
て
は
な
ら
ず
、
傭
船
者
は
、
傭
船
者
自
身

ま
た
は
傭
船
者
の
要
請
に
応
じ
て
船
長
が
署
名
し
た
一
切
の
船
荷
証
券
ま
た
は
海
上
運
送
状
と
本
傭
船
契
約
と
の
不
一
致
か
ら
生
じ
る

す
べ
て
の
結
果
ま
た
は
責
任
に
つ
い
て
、
船
主
の
求
償
に
応
じ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
明
示
の
求
償
条
項
を
加
え
た
改
訂
版
で
あ
る
が
、
定
期
傭
船
契
約
を
締
結
す
る
当
事
者
の
中
に
は
、
敢
え
て
こ
の
条
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

を
削
除
す
る
者
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。
○
”
お
旨
＜
。
＞
轟
ε
＝
事
件
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
Z
網
勺
国
書
式
の
傭
船
契
約
書
に
は
、
前
記

の
求
償
条
項
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
当
事
者
の
合
意
に
も
と
づ
い
て
削
除
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
鉄
コ
イ
ル
の
積
荷
に
つ
い

て
船
積
時
に
損
傷
の
記
載
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
傭
船
者
の
代
理
人
が
無
故
障
船
荷
証
券
を
発
行
し
た
た
め
、
陸
揚
時
に
発
見

さ
れ
た
鉄
コ
イ
ル
の
錆
損
に
つ
い
て
船
主
の
責
任
が
追
及
さ
れ
た
。
無
故
障
船
荷
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
責
任
の
あ
る
傭
船
者
を
第
三

者
被
告
と
し
て
訴
訟
に
引
き
込
も
う
と
し
た
船
主
に
対
し
て
、
傭
船
者
は
、
「
明
文
の
求
償
条
項
を
削
除
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
傭
船

者
の
求
償
義
務
を
免
除
し
た
こ
と
で
あ
る
」
と
抗
弁
し
た
。
判
決
は
、
た
と
え
契
約
書
に
求
償
条
項
が
な
く
と
も
、
契
約
当
事
者
の
間

で
は
常
に
求
償
義
務
が
生
じ
る
と
し
て
傭
船
者
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。

（
6
）
↓
冨
ω
聾
凶
。
讐
亀
目
Φ
毎
毘
8
巴
冒
畳
叶
ぎ
Φ
○
・
良
R
窪
8
d
p
一
一
〇
§
目
ヨ
Φ
－
9
巽
§
（
ω
・
図
ピ
昌
・
暮
這
ぎ
る
・
α
Φ
Z
節
B
Φ
、
、
ω
》
一
目
竃
国

お
ω
O
．
．
，

（
7
）
↓
冒
①
O
冨
膏
ぴ
Z
霜
く
。
詩
即
。
身
8
穿
。
富
轟
Φ
男
・
『
β
H
ω
ω
仁
巴
9
爵
Φ
＞
ω
ω
・
。
§
一
9
9
0っ
三
℃
ω
『
・
犀
R
ω
鋤
邑
＞
鷺
筥
ω
（
¢
，
ω
■
＞
．
y

目
P
O
o
α
①
Z
鋤
B
①
、
、
乞
イ
ー
国
O
ω
、
、
巴

（
8
）
日
箒
ω
聾
一
。
四
且
團
簿
①
旨
鮭
8
巴
竃
畳
け
ぎ
①
O
・
ま
。
鵠
（
国
竃
O
O
）
C
巳
賄
o
§
↓
冒
①
9
費
叶
R
評
吋
蔓
楠
○
『
O
・
葺
巴
器
『
＜
Φ
ω
ω
①
一
ρ
O
＆
Φ

Z
⇔
ヨ
ρ
．
、
切
○
図
↓
H
竃
国
、
、
。



（
9
）
↓
ぎ
Φ
O
冨
旨
段
評
量
」
ω
ω
器
α
O
①
8
ヨ
び
Φ
二
。
。。
麻
．
る
・
α
①
Z
黛。
ヨ
①
、
、
ω
目
国
［
い
目
竃
国
斜
、
、
。

（
1
0
）
＞
＼
ω
＝
Φ
一
ω
一
鑛
噛
a
ω
ψ
ω
●
O
・
’
い
巳
，
く
勇
＆
豊
＞
＼
ω
菊
の
図
ロ
。
①
。
］
N
■
一
。
琶
、
ω
菊
Φ
℃
．
認
旧
冨
＄
］
一
≦
●
貯
界
一
。
。
。
。
旧
ロ
8
。
］
ω
≧
一
中
舛

ω
翠
（
ρ
堕
）
’

（
n
）
司
区
①
邑
o
。
日
馨
§
俸
z
帥
く
督
ぎ
p
O
。
．
一
け
α
知
寓
・
一
①
p
帥
≧
9
巴
糞
ロ
塞
］
一
ロ
・
琶
、
ω
寄
℃
』
。
ご
［
§
。
］
》
○
誤
刈
旧
［
§
。。
］
ω

≦
。
r
力
●
。
。
。
曾
ロ
。
お
］
一
≧
一
国
園
匿
G。
。
8
（
甲
い
）
，

（
1
2
）
↓
①
一
霞
同
ω
霞
薯
冒
ひ
Q
O
。
∈
≧
ヨ
R
ω
＄
9
三
塞
ω
●
＞
、
冨
。
。
出
N
仁
o
旨
、
ω
寄
P
＆
曾
ロ
。
。
。
㎝
］
一
≦
■
［
勇
巴
留
G
。
旧
［
這
。。
α
＝
≧
一
鐸
菊
■
謹
ω
”

　
（
ρ
ω
・
）
’

（
1
3
）
　
（
一
旨
。
）
認
口
■
賢
寄
P
濫
P
（
ρ
中
）
■

（
1
4
）
巨
麩
α
＞
門
9
9
号
事
件
ロ
8
出
N
口
○
琶
げ
勾
8
』
鴇
（
○
＞
。
）
の
判
決
の
中
で
、
控
訴
院
は
、
「
黙
示
的
求
償
は
、
当
該
求
償
の
原
因
と
な
っ

　た

損
失
が
、
傭
船
契
約
の
正
確
な
解
釈
上
、
船
主
が
負
担
す
べ
き
危
険
で
な
い
限
り
、
認
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
．
他
の
例
に
つ
い
て
は
、
舅
苧

｛
・
長
O
o
讐
鼠
即
囚
旨
び
巴
一
”
↓
首
Φ
9
鋤
旨
R
ω
高
9
①
α
識
8
（
一
8
㎝
）
薯
』
。
一
－
ω
。
H

（
1
5
）
囚
自
名
聾
評
嘗
・
一
窪
導
○
○
壱
o
吋
豊
8
＜
」
俸
∪
9
一
9
三
R
ω
一
巳
’
ロ
。
謹
］
N
ロ
o
琶
、
ω
寄
P
9
ド
（
ρ
＞
，
）

（
1
6
）
9
轄
一
ヨ
Φ
馨
参
H
幕
旨
9
。
ぎ
鍔
ぢ
霊
H
＜
’
醤
Φ
困
＼
＜
ぎ
讐
・
一
こ
箕
馨
Φ
貫
一
■
し
。
。
①
＞
霞
〇
一
。
。
一
H
（
国
u
曾
U
巴

三
　
傭
船
者
か
ら
船
主
へ
の
求
償
請
求

　
一
般
的
な
求
償
条
項
は
、
傭
船
者
の
指
図
に
従
っ
た
船
主
の
求
償
権
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
．
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
に
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

定
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
船
用
の
定
期
傭
船
契
約
書
ω
○
図
目
寓
国
で
は
、
第
一
六
条
に
お
い
て
傭
船
者
の
責
任
お
よ
び
船
主
に
対
す
る
求

償
義
務
を
定
め
る
一
方
で
、
第
一
七
条
（
e
）
で
「
船
主
は
、
傭
船
者
な
ら
び
に
そ
の
使
用
人
、
代
理
人
も
し
く
は
下
請
業
者
の
過
失

に
よ
る
場
合
、
ま
た
は
傭
船
者
の
物
品
お
よ
び
／
ま
た
は
コ
ン
テ
ナ
の
暇
疵
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
本
船
上
も
し
く
は
本
船
に
関
連
し

　
　
　
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
求
償
請
求
の
再
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
三



　
　
　
早
法
七
三
巻
三
号
（
一
九
九
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
四

て
生
じ
る
人
的
損
害
に
関
わ
る
請
求
に
つ
い
て
傭
船
者
に
求
償
す
る
。
」
と
定
め
て
い
る
。
（
沖
合
作
業
船
舶
用
の
定
期
傭
船
書
式

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ω
q
℃
勺
い
網
↓
H
冒
両
o
。
O
に
も
、
船
主
が
傭
船
者
に
求
償
す
る
こ
と
を
定
め
た
条
項
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
書
式
は
運
送
契
約
の
一
部
と
は
い
え
、

沖
合
活
動
に
従
事
す
る
船
舶
の
み
に
関
す
る
も
の
な
の
で
こ
こ
で
は
特
に
論
及
し
な
い
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
ぎ
8
ヨ
巳
昌
の
性
質
、
お
よ
び
先
に
紹
介
し
た
O
費
o
一
3
Φ
℃
号
事
件
に
お
け
る
営
8
ヨ
巳
q
の
解
釈
（
第
三
者
に
対
し
て
責
任
を
負

っ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
自
己
に
帰
責
事
由
の
な
い
損
失
ま
た
は
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
も
し
く
は
費
用
を
負
担
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
求
償
権

は
生
じ
る
）
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
傭
船
者
が
船
主
に
対
し
て
求
償
請
求
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、
わ

が
国
の
海
運
実
務
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
英
米
の
判
例
に
お
い
て
も
、
定
期
傭
船
契
約
の
下
で
は
、
た
と
え
傭
船
者
が
船
荷
証
券
を

発
行
し
て
い
て
も
、
．
、
♂
二
ぎ
日
霧
什
R
．
、
（
船
長
の
た
め
に
）
と
い
う
記
載
に
よ
っ
て
船
荷
証
券
に
基
づ
く
責
任
を
船
主
に
課
す
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
船
荷
証
券
嫉
．
8
巨
器
、
、
9
窒
器
と
称
さ
れ
る
「
運
送
人
を
船
主
に
限
定
す
る
」
条
項
を
設

け
て
、
運
送
契
約
か
ら
生
じ
た
滅
失
ま
た
は
損
傷
な
ど
の
責
任
を
そ
れ
ら
が
船
舶
の
堪
航
能
力
に
関
わ
り
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
船

主
に
負
わ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
傭
船
者
が
第
三
者
に
対
す
る
責
任
を
負
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
船
主
に
求
償
請
求
す
る
例
は
稀
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
傭
船
者
か
ら
船
主
へ
の
求
償
が
認
め
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
2
一
ω
筈
o
山
毫
巴
O
ρ
犀
9
‘
↓
箒
望
o
犀
ご
9
お
よ
び
冒
巳
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

冒
8
旨
讐
一
9
巴
O
O
ヨ
冨
昌
9
∪
Φ
衝
≦
震
Φ
ダ
言
く
．
O
旨
一
＆
8
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
の
判
決
で
あ
る
が
、
前
者
で
は
、
船

舶
が
運
送
し
た
液
体
ス
チ
レ
ン
の
荷
揚
作
業
中
に
ス
チ
レ
ン
が
汚
染
さ
れ
、
変
色
す
る
損
害
が
生
じ
た
。
損
害
の
原
因
は
、
荷
揚
作
業

中
に
本
船
の
ポ
ン
プ
が
故
障
し
、
こ
れ
を
修
理
す
る
過
程
で
ス
チ
レ
ン
に
ビ
ル
ジ
が
混
入
し
た
こ
と
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。
原
審

は
、
傭
船
者
が
船
主
に
請
求
す
る
た
め
に
は
船
主
の
過
失
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
傭
船
者
の
求
償
請
求
を
却
け
た



が
、
控
訴
裁
判
所
は
「
傭
船
者
と
船
主
の
間
で
は
、
一
方
の
当
事
者
が
他
方
当
事
者
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
り
求
償
が
存
在
す
る
こ

と
」
お
よ
び
「
傭
船
契
約
自
体
が
、
船
主
に
無
過
失
の
立
証
責
任
を
課
し
て
い
る
こ
と
」
を
理
由
と
し
て
傭
船
者
の
求
償
請
求
を
認
め

た
。
こ
の
判
決
が
、
「
契
約
当
事
者
の
間
で
は
、
一
方
の
当
事
者
が
他
方
の
当
事
者
が
本
来
負
う
べ
き
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
求

償
権
は
存
在
す
る
」
と
明
言
し
た
こ
と
は
、
求
償
条
項
の
な
い
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
黙
示
的
求
償
権
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　
後
者
の
事
例
、
冒
こ
き
H
耳
、
一
ダ
O
旨
一
＆
8
は
、
鉄
コ
イ
ル
の
貨
物
が
運
送
中
に
錆
び
た
損
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
で

は
定
期
傭
船
者
も
共
同
被
告
と
し
て
訴
え
ら
れ
、
荷
主
の
損
害
釜
潔
。
為
・
。
。
の
う
ち
鵠
一
N
ふ
。
。
の
損
害
賠
償
義
務
を
負
っ
た
が
、
本
件

貨
物
の
錆
損
害
は
、
海
水
が
ホ
ー
ル
ド
に
流
入
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
り
、
こ
れ
は
船
舶
の
不
堪
航
に
該
当
し
、
船
主
が
潜
在
的
に
責

任
を
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
傭
船
者
に
損
害
賠
償
に
応
じ
た
額
お
よ
び
訴
訟
費
用
の
求
償
権
が
認
め
ら
れ
た
。

22　21　20　19　18　17

釜
も
『
鋤
o
o
g
o
o
●

d
巳
8
同
B
↓
一
日
Φ
O
げ
㊤
旨
段
℃
m
貝
q
8
吋
○
陳
ω
げ
0
8
ω
R
≦
8
＜
Φ
ω
ω
Φ
一
ρ
O
O
号
2
曽
目
の
．
．
ω
O
勺
℃
い
K
↓
巳
≦
国
o。
O
”
、
■

ω
β
蜜
曽
⇒
○
け
の
旨
●

釜
冥
餌
⇒
o
け
Φ
F

（
お
o
。
O
）
O
嵩
コ
毘
。
O
O
コ
一
㊤
G。
O
》
］
≦
O
o。
①
刈
（
鑓
Ω
『
．
）
。

一
〇
旨
≧
≦
〇
一
①
一
ω
（
ω
・
∪
．
罫
K
。
）
。

四
　
黙
示
の
求
償

Z
鴫
勺
国
。
G
。
以
前
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
書
式
に
は
、

　
　
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
求
償
請
求
の
再
考

何
ら
求
償
に
関
す
る
条
項
は
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
五

し
か



　
　
　
早
法
七
三
巻
三
号
（
一
九
九
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
六

し
、
多
く
の
判
例
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
傭
船
者
の
船
主
に
対
す
る
黙
示
的
求
償
義
務
を
認
め
て
き
た
。

　
黙
示
的
な
求
償
請
求
を
認
め
た
例
と
し
て
、
古
く
は
今
世
紀
初
頭
の
囚
笙
磯
R
帥
○
ρ
U
巳
9
く
・
寓
○
①
一
↓
曙
く
き
ω
匡
℃
0
9
騨
阜

　
（
2
3
）

事
件
が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
船
主
と
傭
船
者
の
間
で
締
結
さ
れ
た
傭
船
契
約
に
「
船
長
の
過
失
」
免
責
を
定
め
て
い
た
が
、
「
こ

の
傭
船
契
約
の
内
容
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
」
（
三
9
・
旨
冥
①
甘
岳
8
）
と
い
う
条
件
で
傭
船
者
が
船
長
に
署
名
さ
せ
た
船
荷
証
券
は
、

実
質
的
に
船
長
の
過
失
免
責
を
認
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
船
主
は
船
長
の
過
失
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
船
舶
お
よ
び
貨

物
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
控
訴
院
は
、
船
主
が
船
荷
証
券
の
所
持
人
達
に
支
払
っ
た
金
額
に
つ
い
て
適
切
な

求
償
請
求
を
認
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
基
づ
く
黙
示
の
求
償
を
認
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ω
q
簿
巨
o
旨
Φ
ω
叶
S
B
筈
甘
ダ
＞
巳
お
白
≦
①
旨
事
件
で
は
、

傭
船
契
約
中
に
明
示
の
求
償
条
項
が
含
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
傭
船
者
の
命
令
に
船
長
が
従
っ
た
結
果
」
生
じ
た
責
任
に

つ
い
て
黙
示
の
求
償
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
判
決
の
多
く
も
、
黙
示
的
求
償
を
認
め
る
理
由
と
し
て
、
船
長
が
傭

船
者
の
命
令
に
誠
実
に
従
っ
た
結
果
（
船
長
の
行
為
が
誤
っ
た
も
の
で
な
い
）
責
任
が
生
じ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
先
に
紹
介
し
た
Z
一
ω
魯
巳
≦
巴
ダ
ω
8
犀
臣
9
は
、
黙
示
的
求
償
を
認
め
る
理
由
を
「
傭
船
者
の
命
令
に
従
っ
た
結
果
」
に
限
定
せ

ず
、
一
般
の
契
約
の
論
理
か
ら
判
断
し
た
点
で
際
だ
っ
て
い
る
。
こ
の
判
決
が
描
く
求
償
権
の
ス
キ
ー
ム
は
、
わ
が
民
法
四
四
二
条
以

下
に
規
定
さ
れ
る
連
帯
債
務
者
の
求
償
権
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
一
九
九
六
年
の
O
鋤
お
旨
閃
R
8
島
　
冒
9
ヨ
讐
δ
轟
一
ダ
↓
冨

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

冒
＼
＜
》
冨
8
一
一
事
件
の
判
決
は
、
傭
船
契
約
書
（
2
肖
勺
国
書
式
）
中
の
明
示
的
求
償
条
項
が
削
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
船

主
の
求
償
権
を
否
定
し
た
傭
船
者
に
対
し
て
、
前
記
Z
一
ω
ω
ぎ
H
≦
巴
事
件
の
黙
示
的
求
償
権
に
関
す
る
論
旨
を
引
用
し
て
、
船
主
の

黙
示
的
求
償
を
認
め
て
い
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
近
年
の
判
決
で
は
、
　
一
九
九
四
年
の
H
ω
一
き
α
》
容
ぎ
口
号
事
件
の
判
決
が
、
「
傭
船
者
の
命
令
に
従
っ
た
結
果
」
責
任
が
生
じ
た
こ

と
を
黙
示
的
求
償
権
の
根
拠
と
す
る
従
来
の
考
え
方
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
傭
船
者
の
命
令
が
正
当
（
合
法
的
）
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
船
主
の
求
償
請
求
権
を
阻
害
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　
Z
イ
勺
両
。
G
。
第
三
〇
条
の
求
償
条
項
と
同
様
に
、
傭
船
契
約
と
船
荷
証
券
の
不
一
致
か
ら
生
じ
る
結
果
お
よ
び
責
任
を
、
黙
示
的
求
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

請
求
の
根
拠
と
し
た
事
例
と
し
て
は
、
一
九
八
六
年
の
O
」
昌
8
号
事
件
、
お
よ
び
一
九
八
八
年
の
Z
轟
費
冒
巽
ぼ
号
事
件
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

　
一
九
八
四
年
の
O
費
O
雨
①
勺
号
事
件
の
判
決
は
、
黙
示
的
求
償
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
①
船
荷
証
券
の
条
項
が
傭
船
契
約
の
黙
示
的
義
務
に
違
反
し
て
い
る
場
合
－
契
約
違
反
に
基
づ
く
求
償
請
求
　
②
傭
船
者
の
指
示

に
従
っ
た
結
果
生
じ
た
責
任
に
基
づ
く
求
償
請
求
③
一
般
的
な
黙
示
の
求
償
権
、
で
あ
る
．
①
は
、
九
三
年
の
Z
肖
勺
国
改
訂
版
第

三
〇
条
が
定
め
る
求
償
で
あ
り
、
②
は
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
第
九
条
が
定
め
る
求
償
と
同
旨
で
あ
る
．
そ
し
て
、
③
は
、
ω
貫
簿
包
o
巨
Φ
ダ

＞
＆
お
名
≦
魯
で
認
め
ら
れ
た
コ
モ
ン
ロ
ー
の
原
則
で
あ
る
．
こ
の
判
決
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
黙
示
的
求
償
権
は
第
三
者
に
対
し

て
負
っ
た
責
任
の
み
な
ち
ず
、
一
方
当
事
者
が
負
担
し
た
費
用
お
よ
び
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
判
示
し

て
い
る
。

28　27　26　25　24　23

口
O
O
昌
＞
．
O
N
認
る
刈
貯
日
置
o。
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（
閂
じ
）

（
一
〇
し
。
轟
）
q
O
口
’
b
勾
8
」
o。
q
」
O
O
O
B
。
O
器
」
O
o
。
｝
（
○
＞
。
y

ω
仁
℃
轟
⇒
○
冨
N
一
’

ω
q
℃
『
四
昌
O
什
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一
①
’

ω
q
℃
蚕
⇒
0
8
置
陰

ω
g
ω
岳
署
一
渥
合
。
．
（
牢
Φ
）
■
辞
阜
＜
■
＞
ロ
ー
切
畠
a
ω
9。
圃
目
Φ
ロ
O
o
。
。
］
N
ご
2
α
、
ω
菊
8
』
o。
曾
ロ
O
o
。
O
］
N
≧
一
団
。
即
嵩
8
（
ρ
ω
。
）

定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
求
償
請
求
の
再
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
七



　
　
早
法
七
三
巻
三
号
（
一
九
九
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
八

（
2
9
）
Z
醤
R
卑
匡
・
鵬
・
あ
。
＞
。
＜
。
ω
・
。
一
鍮
冒
①
琶
目
讐
e
巴
Φ
Z
。
§
鋤
＆
一
Φ
ロ
。
。。
・

。
］
一
ロ
・
旨
、
ω
勾
Φ
や
斜
鼻
冨
・。
。
。
］
一
コ
臼
い
勇
■
竃
P
（
○
＞
・
）
。

　
こ
の
事
件
に
お
い
て
控
訴
院
は
、
○
ぢ
署
Φ
号
事
件
の
判
決
を
支
持
し
て
、
「
傭
船
契
約
書
と
船
荷
証
券
の
不
一
致
は
、
求
償
権
を
生
じ
さ
せ
る
。
こ
の

場
合
、
こ
の
求
償
権
が
契
約
違
反
を
原
因
と
す
る
か
、
傭
船
契
約
が
義
務
付
け
て
い
な
い
行
為
を
傭
船
者
の
指
図
に
従
っ
て
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
損
失
を

被
っ
た
こ
と
を
原
因
と
す
る
か
は
問
題
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
3
0
）
　
霊
震
四
旨
9
①
一
P

五
　
求
償
訴
訟
に
関
す
る
問
題

　
（
1
）
求
償
権
の
行
使
と
出
訴
期
間

　
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
求
償
請
求
の
多
く
は
、
傭
船
契
約
の
一
方
当
事
者
（
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
船
主
）
が
第
三
者
に
対
し
て

負
担
し
た
責
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
求
償
権
は
い
つ
発
生
し
、
ま
た
求
償
訴
訟
の
出
訴
期
限
は
い
つ
に
な
る
の
か
と

い
う
問
題
が
生
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
求
償
権
の
発
生
時
点
は
、
何
を
原
因
と
し
て
求
償
が
認
め
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
黙
示
的
求
償
に
お
い
て
は
船

主
の
傭
船
者
に
対
す
る
責
任
が
裁
判
等
に
よ
っ
て
確
定
し
た
時
点
か
ら
求
償
権
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
明
示
的
求
償
に
お
い
て

は
、
求
償
が
責
任
に
も
と
づ
く
も
の
か
、
損
失
ま
た
は
出
損
に
基
づ
く
一
般
の
求
償
か
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ボ
ー
ル
タ
イ
ム
第
九
条
が

規
定
す
る
船
荷
証
券
上
の
責
任
を
原
因
と
す
る
求
償
に
つ
い
て
は
、
責
任
に
対
す
る
支
払
い
が
な
さ
れ
た
時
で
は
な
く
、
当
該
責
任
が

発
生
し
た
時
に
求
償
権
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
損
失
ま
た
は
出
損
を
原
因
と
す
る
求
償
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
そ
の
損
失
ま
た
は
出

損
の
時
か
ら
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
も
契
約
当
事
者
間
に
お
け
る
求
償
関
係
に
留
ま
る
た
め
、
出



訴
期
問
に
関
す
る
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
傭
船
契
約
外
の
第
三
者
（
荷
主
に
対
す
る
責
任
を
求
償
権
の
発
生
原
因
と
す
る
場
合
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

特
に
へ
ー
グ
・
ウ
ィ
ス
ビ
ー
規
則
（
な
い
し
は
国
際
海
上
物
品
運
送
法
）
の
出
訴
期
間
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。

　
ヘ
ー
グ
・
ウ
ィ
ス
ビ
…
規
則
の
第
三
条
六
（
わ
が
国
の
国
際
海
上
物
品
運
送
法
に
お
い
て
は
第
一
四
条
）
は
、
「
運
送
品
に
関
す
る
運
送

人
お
よ
び
船
舶
の
責
任
は
、
運
送
品
が
引
渡
さ
れ
た
日
ま
た
は
引
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
に
裁
判
上
の
請
求
が
さ

れ
な
い
場
合
は
消
滅
す
る
」
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
同
条
六
獣
ω
は
、
「
第
三
者
に
対
す
る
求
償
訴
訟
は
、
原
訴
訟
が
そ
の
係

属
す
る
裁
判
所
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
の
許
容
す
る
期
間
内
に
提
起
さ
れ
た
場
合
は
、
第
六
条
に
定
め
る
一
年
の
期
間
の
経
過
後
も

こ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
許
容
さ
れ
る
期
間
は
、
求
償
訴
訟
を
行
う
者
が
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
な
し
た
時
ま
た

は
原
訴
訟
の
訴
状
の
通
達
を
受
け
た
時
か
ら
三
ヶ
月
未
満
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
（
3
4
V

　
旧
へ
ー
グ
規
則
お
よ
び
改
正
前
の
国
際
海
上
物
品
運
送
法
は
、
運
送
人
の
責
任
消
滅
期
間
を
一
年
と
す
る
の
み
で
、
合
意
に
よ
る
出

訴
期
間
の
延
長
お
よ
び
求
償
訴
訟
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
求
償
訴
訟
に
関
し
て
も
一
年
の
出
訴
期
間
が
適
用
さ

れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
現
在
は
、
求
償
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
別
個
の
訴
訟
と
し
て
扱
う
こ
と
を
前
提
に
、
前
記
の
よ
う
な

期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
の
規
定
の
下
で
は
、
運
送
契
約
に
関
す
る
一
年
の
期
間
満
了
直
前
に
運
送
人
に
対
す
る
訴
え
を
提

起
し
た
荷
主
が
い
た
場
合
、
三
ケ
月
以
内
に
運
送
人
の
責
任
が
確
定
し
な
け
れ
ば
、
運
送
人
は
自
己
の
責
任
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
求

償
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
．
ま
た
、
へ
ー
グ
・
ウ
ィ
ス
ビ
ー
規
則
が
定
め
る
期
間
延
長
の
合
意
が
運
送
契
約
の
当
事
者
間
で
な

さ
れ
た
場
合
、
運
送
品
引
渡
し
の
日
か
ら
｝
年
三
ケ
月
以
上
経
過
し
て
原
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

は
、
当
事
者
間
の
合
意
に
関
係
の
な
い
第
三
者
に
対
す
る
求
償
権
は
も
は
や
行
使
で
き
な
い
。
O
巽
覧
一
ダ
》
冨
8
一
一
事
件
に
お
い
て

被
告
で
あ
る
船
主
が
採
っ
た
「
第
三
者
の
訴
訟
へ
の
引
込
み
」
（
冒
覧
①
匿
8
ま
た
は
慧
巳
も
巽
昌
胃
碧
江
8
）
と
い
う
方
法
は
、
求
償

　
　
　
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
求
償
請
求
の
再
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
九



　
　
　
早
法
七
三
巻
三
号
（
一
九
九
八
）

訴
訟
の
問
題
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

四
六
〇

　
（
2
）
　
第
三
者
の
訴
訟
へ
の
引
込
み

　
O
貰
覧
一
ダ
＞
墨
8
賦
事
件
で
は
、
当
該
傭
船
契
約
書
が
メ
ー
ツ
・
レ
シ
ー
ト
の
内
容
と
合
致
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
傭
船
者

に
船
荷
証
券
発
行
の
権
限
を
与
え
て
い
た
が
、
傭
船
者
の
代
理
人
は
、
鉄
コ
イ
ル
の
積
荷
に
つ
い
て
損
傷
の
記
載
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
無
故
障
船
荷
証
券
を
発
行
し
た
。
目
的
港
で
発
見
さ
れ
た
コ
イ
ル
の
錆
損
に
つ
い
て
、
荷
主
は
船
主
に
対
す
る
訴
訟
を
提
起
し

た
が
、
船
主
は
、
傭
船
者
お
よ
び
そ
の
代
理
人
を
第
三
者
被
告
と
し
て
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
一
四
（
c
）
に
基
づ
い
て
訴
訟
に
引
込
む

こ
と
を
主
張
し
た
。

　
第
三
者
の
訴
訟
引
込
み
と
は
、
被
告
が
訴
求
さ
れ
た
義
務
に
つ
い
て
第
三
者
が
自
分
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し

て
、
そ
の
第
三
者
を
新
た
な
被
告
と
し
て
訴
訟
に
引
込
む
も
の
で
、
原
告
対
被
告
、
被
告
対
第
三
者
の
請
求
が
同
時
に
審
判
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
（
被
告
の
第
三
者
に
対
す
る
請
求
を
併
合
し
て
判
断
す
る
点
で
、
共
同
被
告
の
制
度
と
は
異
な
る
。
）
こ
の
制
度
に
関
す
る
連
邦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

民
事
訴
訟
規
則
一
四
（
c
）
は
、
海
事
訴
訟
に
お
け
る
引
込
み
に
関
す
る
も
の
で
、
「
原
告
が
規
則
九
（
h
）
が
意
味
す
る
範
囲
の
海

事
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
、
被
告
ま
た
は
権
利
主
張
者
は
、
第
三
者
原
告
と
し
て
、
共
同
債
務
の
求
償
、
ま
た
は
同
一
の
取
引
行
為
も

し
く
は
事
件
、
な
い
し
一
連
の
取
引
行
為
ま
た
は
事
件
の
求
償
に
関
し
て
、
全
部
ま
た
は
部
分
的
に
責
任
を
負
う
べ
き
第
三
者
被
告
を

引
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
原
告
の
利
益
と
な
る
よ
う
に
、
第
三
者
原
告
も
第
三
者
被
告
に
対
す
る
判
決
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
第
三
者
被
告
は
、
規
則
第
一
二
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
第
三
者
原
告
の
訴
訟
に
対
す
る
と
同
様
に
原
告

の
訴
訟
に
対
す
る
抗
弁
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
訴
訟
は
あ
た
か
も
原
告
が
第
三
者
原
告
と
同
様
に
訴
訟
を
提
起
し
た
か



の
ご
と
く
進
行
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
引
込
み
制
度
は
、
海
法
の
分
野
で
は
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
被
告
に
対
し
て
求
償
等
の
義
務
を
負
う
者

の
み
な
ら
ず
、
原
告
に
対
し
て
責
任
を
負
う
可
能
性
の
あ
る
も
の
へ
の
第
三
者
訴
訟
を
可
能
に
し
た
点
で
画
期
的
と
い
え
る
。
こ
の
規

則
は
、
不
必
要
な
裁
判
に
要
す
る
費
用
を
節
約
し
、
ま
た
訴
訟
関
係
者
が
一
同
に
会
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
理
的
解
決
を
計
る
こ
と
が

で
き
る
点
で
意
義
が
あ
る
．
特
に
、
定
期
傭
船
契
約
の
下
に
お
け
る
訴
訟
で
は
、
し
ば
し
ば
運
送
契
約
上
の
責
任
を
負
っ
た
被
告
が
、

第
三
者
に
求
償
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
裁
判
の
迅
速
化
の
点
で
も
、
求
償
訴
訟
に
関
す
る
出
訴
期
間
の
問
題
解
決
の
た

め
に
も
有
益
と
思
わ
れ
る
。

　
（
31
）
　
ミ
葭
○
目
9
0
0
閃
巨
嘗
俸
囚
一
ヨ
び
巴
㌍
曽
肩
鋤
口
0
8
に
簿
G。
N
oo

　
（
32
）
　
↓
冨
螢
9。
讐
曾
≦
ω
ξ
園
三
β
一
霧
。
。
山
。
お
船
荷
証
券
統
一
条
約
改
正
議
定
書

　
（
3
3
）
　
求
償
訴
訟
の
出
訴
期
間
に
つ
い
て
は
、
中
村
眞
澄
「
海
上
物
品
運
送
人
の
責
任
の
消
滅
期
間
」
海
事
法
研
究
会
誌
第
一
二
一
号
（
一
九
九
四
年
）
一

　
　
二
頁
、
お
よ
び
「
国
際
海
上
物
品
運
送
法
」
三
二
一
頁
。
英
米
の
判
例
に
関
し
て
は
拙
稿
「
定
期
傭
船
契
約
当
事
者
間
に
お
け
る
補
償
請
求
に
つ
い
て
」

　
　
（
現
代
保
険
法
海
商
法
の
諸
相
）
八
二
五
頁
参
照
。

　
（
3
4
）
　
一
九
二
四
年
の
「
船
荷
証
券
に
関
す
る
あ
る
規
則
の
統
一
の
た
め
の
国
際
条
約
」
第
六
条
。

　
（
3
5
）
　
雲
℃
轟
昌
o
叶
①
一
〇
■

　
（
3
6
）
　
男
Φ
α
R
巴
園
巨
①
ω
9
Ω
＜
自
1
8
8
α
q
お
置
（
o
）
巴

六
　
む
す
び

定
期
傭
船
契
約
当
事
者
間
の
求
償
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

　
　
定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
求
償
請
求
の
再
考

こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
い
く
つ
か
の
新
た
な
展
開
を
迎
え
て
い
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る
。
国
内
法
で
は
、
平
成
五
年
六
月
一
日
に
国
際
海
上
物
品
運
送
法
が
改
正
さ
れ
、
第
一
四
条
三
項
に
、
第
三
者
に
運
送
を
委
託
し
た

場
合
の
当
該
第
三
者
に
対
す
る
訴
訟
提
起
の
期
間
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
原
文
で
あ
る
へ
ー
グ
・
ウ
ィ
ス
ビ

ー
規
則
と
は
若
干
異
な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
第
三
者
と
再
運
送
契
約
を
締
結
し
た
船
主
が
そ
の
再
運

送
人
（
多
く
は
定
期
傭
船
者
）
に
対
し
て
求
償
請
求
す
る
場
合
の
期
間
も
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
国
際
的
に
は
、
近
年
改
訂
さ
れ
た
多
く
の
定
期
傭
船
契
約
書
式
が
明
文
の
求
償
条
項
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
注
目
に
値
す

る
。
ま
た
求
償
請
求
を
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
英
米
の
判
決
で
は
明
示
の
条
項
に
基
づ
く
場
合
も
、
黙
示
の
求
償
の
場
合
も
ほ
と
ん

ど
同
じ
原
因
に
よ
っ
て
求
償
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
普
遍
化
し
て
き
た
。
こ
の
点
で
は
黙
示
的
求
償
の
原
因
に
つ
い
て
緻
密
に
分
析
し

た
一
九
八
四
年
の
O
胃
o
浮
①
℃
号
判
決
、
求
償
請
求
の
本
質
に
言
及
し
た
一
九
八
O
年
の
Z
一
ω
魯
o
H
≦
巴
ダ
ω
8
犀
虻
9
事
件
な
ど

が
、
後
の
判
決
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
定
期
傭
船
契
約
に
関
す
る
法
律
上
の
規
定
が
な
い
た
め
、
普
通
契
約
約
款
と
学
説
・
判
例
の
み
を
頼
り
に
今

日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
英
米
法
と
同
じ
条
件
で
あ
る
が
、
い
か
ん
せ
ん
判
例
の
数
お
よ
び
そ
れ
を
体
系
的
に
分
析
し
た
も
の
が

少
な
過
ぎ
る
た
め
、
普
遍
的
な
考
え
方
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
本
稿
の
は
じ
め
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
海
運
業
界
に
お
け
る
定
期
傭
船
の
利
用
は
増
加
す
る
一
方
で
あ
る
。
経
済
界
が
混
沌
と
し
て
い
る
今
日
こ
そ
、
海
運
企
業
を
含
め

た
企
業
法
の
あ
り
方
を
再
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


